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 「ストップ！滞納」 
県税・市町村税 滞納整理強化期間の取組結果について 

 
 県税・市町村税の収入未済額の圧縮及び滞納の発生を防止するため、埼玉県と県内

全６３市町村は「ストップ！滞納」を合言葉に、令和７年１０月から１２月までの３

か月間を「県税・市町村税 滞納整理強化期間」とし、滞納整理を集中的に実施しま

した。その取組結果をお知らせします。 

１ 主な取組内容 

給与・売掛金などの債権を中心とした差押えのほか、県と市町村による取組と

して、不動産の共同公売や共同文書催告を行いました。 

また、文書催告では、滞納者の自発的な納付を促すよう、文言やデザインを工

夫した催告書を送付しました。 

(1) 差 押 え 

   差押件数 １４，４４９件 

   ＜差押財産の主な内訳＞ 

○ 預 貯 金…９，２９２件  ○ 給 与…３，１９５件  

○ 生命保険…  ８３８件  ○ 売掛金等…  ６９０件 

○ 不 動 産…  ３２２件  ○ 自 動 車…   ５８件  

   

(2) 不動産共同公売の実施 

○ 公売執行機関数…２１市町 

○ 公売公告物件数…５７物件（落札物件数…２６物件） 

○ 合計落札価額…４６７百万円 

  

(3) 文書催告 

催告通数…約３３８千通 

 

２ 今後の取組 

  財産・資力があるにもかかわらず納税されない場合は、給与、売掛金、自動車

等の財産の差押えを行うなど、今後も、県と市町村が連携、協力して税収確保対

策に取り組んでいきます。 

  なお、特別な事情があり納税できない場合は、県税事務所やお住まいの市町村

担当課に相談していただくようお願いします。 
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